
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
四
百
一
号

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
四
百
号
（
施
設
整
備
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
）
第
五
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
（
平
成
三
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
実
施
計
画
の
認
定

及
び
同
法
第
五
条
に
規
定
す
る
実
施
計
画
の
変
更
等
に
係
る
手
続
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二

十
三
年
八
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
日

総
務
大
臣

片
山

善
博

１

高
度
通
信
施
設
整
備
事
業

一

実
施
計
画
の
認
定
の
申
請

イ

電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
計
画
（
以

下
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
の
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る

書
類
（

に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
を
整
備
す
る
場

(5)

合
に
限
る
。
）
を
添
え
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
複
数
の
者
が
共
同
で
高
度
通
信
施
設
整
備
事
業
を

行
う
た
め
に
一
の
実
施
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
一
の
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

え
て
そ
れ
ぞ
れ
の
者
が
整
備
す
る
施
設
毎
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
二
号
の
実
施
計
画
書

(1)



二
頁

様
式
第
三
号
の
設
備
仕
様
書

(2)

様
式
第
四
号
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図

(3)

様
式
第
五
号
の
高
度
通
信
施
設
整
備
事
業
の
実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

(4)

教
育
又
は
医
療
に
関
す
る
業
務
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
書
類
（
ロ

に
掲
げ
る

(5)

(1)

施
設
を
管
理
す
る
者
と
の
契
約
書
の
写
し
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
）

ロ

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
及
び
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
（
法
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
施
設
整
備
事
業
を
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
以
下
「
基
本
指
針
」
と
い

う
。
）
２
一
イ

に
規
定
す
る
加
入
者
系
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
（
以
下
「
加
入
者
系
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル

(1)

」
と
い
う
。
）
、
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
装
置
、
ル
ー
タ
ー
又
は
ス
イ
ッ
チ
に
限
る
。
）
の
整
備
に
係
る
実
施
計

画
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
を
す
る
に
当
た
り
、
当
該
実
施
計
画
に
よ
り
整
備
さ
れ

る
当
該
電
気
通
信
設
備
が
次
に
掲
げ
る
要
件
（
加
入
者
系
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
に
あ
っ
て
は
、

に
掲
げ
る

(2)

要
件
に
限
る
。
）
の
全
て
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

当
該
電
気
通
信
設
備
が
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校

（ⅰ）

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院

（ⅱ）

電
気
通
信
基
盤
充
実
臨
時
措
置
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
施
設
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二

（ⅲ）



三
頁

十
三
年
総
務
省
令
第
百
二
十
四
号
。
以
下
「
施
設
省
令
」
と
い
う
。
）
各
号
に
掲
げ
る
施
設

当
該
電
気
通
信
設
備
が
大
量
の
デ
ー
タ
や
動
画
像
等
の
情
報
を
瞬
時
に
送
信
又
は
伝
送
す
る
サ
ー
ビ
ス
で

(2)
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

及
び

（
施
設
省
令
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
施
設
で
行
わ
れ
る
教
育
に
関
す
る
業
務
の
利

(ⅰ)

(1)
（ⅰ）

（ⅲ）

便
性
を
効
果
的
に
高
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
学
校
教
育
又
は
社
会
教
育
に
お
い
て
隔
地
者
に
対
し
て
行

わ
れ
る
視
聴
覚
教
育
で
あ
っ
て
、
共
同
授
業
又
は
学
習
支
援
を
行
う
た
め
に
提
供
さ
れ
る
も
の

及
び

（
施
設
省
令
第
四
号
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
施
設
で
行
わ
れ
る
医
療
に
関
す
る
業
務
の
利

(ⅱ)

(1)
（ⅱ）

（ⅲ）

便
性
を
効
果
的
に
高
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
医
療
に
係
る
動
画
像
等
の
情
報
を
隔
地
者
に
対
し
て
送
信

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
診
療
支
援
、
健
康
管
理
又
は
保
健
指
導
を
行
う
た
め
に
提
供
さ
れ
る
も
の

当
該
電
気
通
信
設
備
が
加
入
者
系
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
を
設
置
す
る
計
画
と
同
一
の
計
画
に
基
づ
き
設

(3)
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

認
定
書
の
交
付

総
務
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
を
し
た
者
に
認
定
書
を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

三

実
施
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請

イ

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
六
号
の



四
頁

申
請
書
に
第
一
号
イ
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
提

(1)

(5)

出
さ
れ
て
い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
当
該
書
類
の
添
付

を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
の
整
備
に
係
る
実
施
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
法
第

五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
を
す
る
に
当
た
り
、
第
一
号
ロ
の
規
定

を
準
用
す
る
。

四

変
更
認
定
書
の
交
付

総
務
大
臣
は
、
法
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
申
請
を
し
た
者
に
変
更
認
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

五

認
定
書
及
び
変
更
認
定
書
の
返
納

第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
書
及
び
変
更
認
定
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
法
第
五
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
認
定
計
画
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
書
及
び
当
該
変
更
認
定
書
を
総
務
大
臣
に
返

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

認
定
申
請
書
及
び
変
更
認
定
申
請
書
の
記
載
要
領

様
式
第
二
号

(1)

の
「
登
録
又
は
届
出
の
番
号
及
び
年
月
日
」
に
つ
い
て
は
、
電
気
通
信
事
業
者
が
高
度
通
信
施
設
整

（ⅰ）

(1)



五
頁

備
事
業
を
実
施
す
る
場
合
の
み
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十

九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
登
録
を
受
け
た
電
気
通
信
事
業
者
に
あ
っ
て
は
登
録

の
番
号
及
び
年
月
日
を
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
出
を
行
っ
た
電
気
通
信
事
業
者
に

あ
っ
て
は
届
出
の
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

の
「
提
供
し
よ
う
と
す
る
役
務
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
「
高
速
デ
ジ
タ
ル
伝
送
サ
ー
ビ
ス
」
等
、
基

（ⅱ）

(1)
本
指
針
２
一
ロ

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
役
務
に
該
当
す
る
も
の
及
び
そ
の
具
体
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

(1)

(4)

の
「
サ
ー
バ
ー
用
の
電
子
計
算
機
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
「
公
共
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
教
育
分
野

（ⅲ）

(1)
」
」
又
は
「
公
共
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
医
療
分
野
」
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

①
に
つ
い
て
は
、
整
備
施
設
（
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
、
同
期
デ
ジ
タ
ル
伝
送
装
置
、
フ
ァ
イ
ア
ウ

（ⅳ）

(2)
ォ
ー
ル
装
置
、
ル
ー
タ
ー
又
は
ス
イ
ッ
チ
、
サ
ー
バ
ー
用
の
電
子
計
算
機
、
サ
ー
バ
ー
用
の
オ
ペ
レ
ー
テ

ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
及
び
建
物
を
除
く
。
）
を
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と
。

①
の
「
施
設
名
」
に
つ
い
て
は
、
整
備
す
る
施
設
の
種
類
を
記
載
す
る
こ
と
。

（ⅴ）

(2)
②
に
つ
い
て
は
、
整
備
施
設
（
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
に
限
る
。
）
を
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と
。

（ⅵ）

(2)
③
に
つ
い
て
は
、
整
備
施
設
（
同
期
デ
ジ
タ
ル
伝
送
装
置
に
限
る
。
）
を
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と
。

（ⅶ）

(2)
④
に
つ
い
て
は
、
整
備
施
設
（
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
装
置
、
ル
ー
タ
ー
又
は
ス
イ
ッ
チ
、
サ
ー
バ
ー

（ⅷ）

(2)
用
の
電
子
計
算
機
及
び
サ
ー
バ
ー
用
の
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
限
る
。
）
を
詳
細
に
記
載
す
る



六
頁

こ
と
。④

の
「
施
設
名
」
に
つ
い
て
は
、
整
備
す
る
施
設
の
種
類
を
記
載
す
る
こ
と
。

（ⅸ）

(2)
④
の
「
配
線
盤
の
設
置
場
所
」
に
つ
い
て
は
、
通
信
回
線
と
し
て
用
い
る
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
（

（ⅹ）

(2)
端
末
系
）
に
係
る
配
線
盤
の
設
置
場
所
を
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
配
線
盤
と
光
端
末
回
線
装
置
と
の

間
に
お
い
て
一
の
芯
線
を
二
以
上
の
者
が
共
用
す
る
区
間
が
あ
る
場
合
は
、
最
終
配
線
盤
の
設
置
場
所
を

記
載
す
る
こ
と
。

④
の
「
公
共
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
詳
細
」
に
つ
い
て
は
、
サ
ー
バ
ー
用
の
電
子
計
算
機

（xi）

(2)
を
整
備
す
る
場
合
の
み
記
載
す
る
こ
と
。

⑤
に
つ
い
て
は
、
整
備
施
設
（
建
物
に
限
る
。
）
を
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と
。

（xii）

(2)
の
「
外
部
資
金
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
外
部
資
金
の
種
別
「
社
債
」
、
「
増
資
」
等
を
記
載
す
る
こ

（xiii）

(3)
と
。

の
「
伝
送
媒
体
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
「
光
フ
ァ
イ
バ
」
、
「
電
波
」
等
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

（xiv）

(4)
な
お
、
電
波
の
場
合
は
使
用
周
波
数
を
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

①
の
「
高
度
通
信
施
設
整
備
事
業
が
行
わ
れ
る
地
域
に
関
す
る
事
項
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
高
度
通

（xv）

(5)
信
施
設
の
可
及
的
速
や
か
な
全
国
的
整
備
と
地
理
的
な
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ィ
バ
イ
ド
の
是
正
に
向
け
、
整
備

が
特
定
の
地
域
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
、
需
要
動
向
等
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し
つ
つ
、
高
度
通
信



七
頁

施
設
を
整
備
す
る
地
域
の
拡
大
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
事
業
が
行
わ
れ
る
地
域
に
関
す
る
考
え
方
を
記
載

す
る
こ
と
。

②
ア
の
「
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
っ
て
の
配
慮
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
家
庭
、
中
小
企

（xvi）

(5)
業
、
心
身
障
害
者
等
へ
の
配
慮
を
含
め
、
広
く
利
用
者
の
利
益
の
向
上
等
を
図
る
観
点
か
ら
記
載
す
る
こ

と
。

②
イ
の
「
国
際
標
準
へ
の
配
慮
等
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
な
標
準
方
式
、
国
際
電
気
通
信
連

（xvii）

(5)
合
等
の
国
際
機
関
に
お
け
る
検
討
状
況
等
に
配
意
す
る
こ
と
に
よ
り
、
電
気
通
信
事
業
者
間
の
相
互
接
続

性
の
確
保
等
を
図
る
観
点
か
ら
記
載
す
る
こ
と
。

②
ウ
の
「
国
際
環
境
と
の
調
和
の
確
保
へ
の
配
慮
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
外
国
企
業
の
生
産
し
た
製

（xviii）

(5)
品
、
開
発
し
た
技
術
に
つ
い
て
、
優
れ
た
も
の
を
積
極
的
に
採
り
入
れ
、
国
際
経
済
の
発
展
に
貢
献
す
る

等
の
観
点
か
ら
記
載
す
る
こ
と
。

②
エ
の
「
地
域
の
振
興
又
は
整
備
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体

（xix）

(5)
が
行
う
地
域
の
情
報
化
に
係
る
取
組
等
各
種
の
地
域
の
振
興
又
は
整
備
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
等
に
向

け
た
考
え
方
を
記
載
す
る
こ
と
。

②
エ
の
「
高
度
通
信
施
設
の
利
活
用
を
促
進
す
る
た
め
の
具
体
的
な
取
組
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
地

（xx）

(5)
方
公
共
団
体
が
高
度
通
信
施
設
整
備
事
業
を
実
施
す
る
場
合
の
み
、
当
該
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
高
度



八
頁

通
信
施
設
に
つ
い
て
公
共
分
野
に
お
け
る
利
活
用
の
計
画
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

②
エ
の
「
分
野
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
高
度
通
信
施
設
の
利
活
用
を
行
う
場
合
は
該
当
す
る
分
野
を

（xxi）

(5)
丸
で
囲
む
こ
と
。
そ
の
他
の
場
合
は
分
野
を
記
載
す
る
こ
と
。

②
エ
の
「
内
容
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
高
度
通
信
施
設
の
利
活
用
を
促
進
す
る
た
め
の
具
体
的
な
取

（xxii）

(5)
組
に
つ
い
て
、
対
象
地
域
、
事
業
規
模
（
対
象
人
数
等
）
を
含
め
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
。

②
オ
の
「
そ
の
他
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
道
路
に
高
度
通
信
施
設
整
備
事
業
に
係
る
施
設
の
敷
設
を

（xxiii）

(5)
計
画
す
る
場
合
に
お
け
る
道
路
管
理
者
と
の
協
議
、
道
路
占
用
の
可
能
性
に
対
す
る
配
慮
等
に
つ
い
て
の

考
え
方
を
記
載
す
る
こ
と
。

様
式
第
三
号

(2)

整
備
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
仕
様
を
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
設
備
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
設
備
の

諸
元
を
詳
細
に
示
す
書
類
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

様
式
第
四
号

(3)

各
整
備
施
設
の
設
置
状
況
が
わ
か
る
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。

（ⅰ）

光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
は
、
配
線
盤
及
び
最
終
配
線
盤
の
設
置
場
所
が
わ
か
る
よ
う
に
記
載

（ⅱ）
す
る
こ
と
。

各
整
備
施
設
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
。

（ⅲ）



九
頁

他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
相
互
接
続
点
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受

（ⅳ）
け
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
区
間
、
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
設
備
に
対
し
、
電
気
通
信
事
業
者

が
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
の
長
期
か
つ
安
定
的
な
使
用
権
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
構
成
す
る
区
間
等
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
構
成
の
概
要
を
わ
か
り
や
す
く
記
載
す
る
と
と
も
に
、

当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
及
び
当
該
地
方
公
共
団
体
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

一
葉
の
用
紙
に
記
載
で
き
な
い
場
合
に
は
、
全
体
の
構
成
が
把
握
で
き
る
よ
う
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
階

（ⅴ）
層
、
地
域
そ
の
他
適
宜
の
区
分
に
用
紙
を
分
け
て
記
載
す
る
こ
と
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
名
称
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
。

（ⅵ）
様
式
第
五
号

(4)

複
数
年
度
に
わ
た
る
場
合
は
年
度
ご
と
に
用
紙
を
分
け
て
記
載
す
る
こ
と
。

様
式
第
六
号

(5)

「
省
略
し
た
書
類
」
に
つ
い
て
は
、
省
略
し
た
書
類
の
項
目
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。

七

法
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
（
以
下
「
認
定
計
画
」
と
い
う
。
）
に
係
る
高
度
通
信
施
設
整
備
事

業
を
実
施
す
る
者
は
、
当
該
認
定
計
画
に
記
載
さ
れ
た
電
気
通
信
設
備
の
う
ち
基
本
指
針
２
一
イ

に
規
定
す
る

(4)

サ
ー
バ
ー
用
の
電
子
計
算
機
及
び
こ
れ
と
同
時
に
設
置
す
る
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
等
（
同

に
掲
げ
る
フ
ァ

(1)
（xiv）

イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
装
置
、
同

に
掲
げ
る
ル
ー
タ
ー
又
は
ス
イ
ッ
チ
、
同

に
規
定
す
る
加
入
者
系
光
フ
ァ
イ
バ

(1)
（xv）

(4)



一
〇
頁

ケ
ー
ブ
ル
及
び
サ
ー
バ
ー
用
の
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
を
取
得
又
は
製
作
若
し
く
は
建
設
（

以
下
「
取
得
等
」
と
い
う
。
）
し
た
場
合
に
は
、
当
該
電
気
通
信
設
備
が
当
該
認
定
計
画
に
従
っ
て
取
得
等
し
た

も
の
で
あ
っ
て
第
一
号
ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
要
件
（
加
入
者
系
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
に
あ
っ
て
は
、
第

(1)

(3)

一
号
ロ

に
掲
げ
る
要
件
に
限
る
。
）
の
全
て
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
と

(2)

こ
ろ
に
よ
り
総
務
大
臣
の
証
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

信
頼
性
向
上
施
設
整
備
事
業

一

実
施
計
画
の
認
定
の
申
請

実
施
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
七
号
の
申
請
書
に
様
式
第
八
号
の
実
施
計
画
書
を
添
え

て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

二

認
定
書
の
交
付

総
務
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
を
し
た
者
に
認
定
書
を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

三

実
施
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請

実
施
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
九
号
の
申
請
書
に
実
施
計
画
の
変
更
理
由

、
変
更
箇
所
が
記
載
さ
れ
た
書
類
及
び
様
式
第
八
号
の
実
施
計
画
書
を
添
え
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

四

変
更
認
定
書
の
交
付



一
一
頁

総
務
大
臣
は
、
法
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
申
請
を
し
た
者
に
変
更
認
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

五

認
定
書
及
び
変
更
認
定
書
の
返
納

第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
書
及
び
変
更
認
定
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
法
第
五
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
認
定
計
画
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
書
及
び
当
該
変
更
認
定
書
を
総
務
大
臣
に
返

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

認
定
申
請
書
及
び
変
更
認
定
申
請
書
の
記
載
要
領

様
式
第
八
号

の
「
施
設
名
」
に
つ
い
て
は
、
整
備
す
る
施
設
の
種
類
を
記
載
す
る
こ
と
。

(3)

３

高
度
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業

一

実
施
計
画
の
認
定
の
申
請

実
施
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
号
の
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出

す
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
十
一
号
の
実
施
計
画
書

(1)

様
式
第
十
二
号
の
設
備
仕
様
書

(2)

様
式
第
十
三
号
の
系
統
図
、
伝
送
路
図

(3)

様
式
第
十
四
号
の
高
度
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
の
実
施
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

(4)



一
二
頁

二

認
定
書
の
交
付

総
務
大
臣
は
、
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
を
し
た
者
に
認
定
書
を
交
付

す
る
も
の
と
す
る
。

三

実
施
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請

実
施
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
五
号
の
申
請
書
に
第
一
号

か
ら

ま

(1)

(4)

で
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
既
に
提
出
さ
れ
て
い
る
当
該
書
類
の
内
容
に
変

更
が
な
い
と
き
は
、
申
請
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

変
更
認
定
書
の
交
付

総
務
大
臣
は
、
法
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
申
請
を
し
た
者
に
変
更
認
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

五

認
定
書
及
び
変
更
認
定
書
の
返
納

第
二
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
書
及
び
変
更
認
定
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
法
第
五
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
認
定
計
画
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
書
及
び
当
該
変
更
認
定
書
を
総
務
大
臣
に
返

納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

認
定
申
請
書
及
び
変
更
認
定
申
請
書
の
記
載
要
領

様
式
第
十
一
号

(1)



一
三
頁

の
「
登
録
又
は
届
出
の
番
号
及
び
年
月
日
」
に
つ
い
て
は
、
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三

（ⅰ）

(1)
十
二
号
）
第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
一
般
放
送
の
業
務
の
登
録
を
受
け
た
放
送
事
業
者
に

あ
っ
て
は
登
録
の
番
号
及
び
年
月
日
を
、
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
放
送

事
業
者
に
あ
っ
て
は
届
出
の
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
。

の
「
整
備
施
設
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
「
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
」
、
「
デ
ジ
タ
ル
送
信
用
光
伝
送

（ⅱ）

(2)
装
置
」
、
「
受
信
用
光
伝
送
装
置
」
、
「
デ
ジ
タ
ル
放
送
番
組
送
出
装
置
」
及
び
「
そ
の
他
」
の
施
設
ご

と
に
記
載
す
る
こ
と
。

の
「
外
部
資
金
」
の
欄
に
は
、
外
部
資
金
の
種
別
「
社
債
」
、
「
増
資
」
等
を
記
載
す
る
こ
と
。

（ⅲ）

(3)
①
の
「
高
度
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
整
備
事
業
が
行
わ
れ
る
地
域
に
関
す
る
事
項
」
に
つ
い

（ⅳ）

(4)
て
は
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る
観
点
か
ら
、
高
度
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
施
設
の
整
備
が
特
定
の
地
域
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
、
需
要
動
向
等
の
地
域
の
実
情
を
勘
案
し

つ
つ
、
高
度
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
を
整
備
す
る
地
域
の
拡
大
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
事
業
が
行

わ
れ
る
地
域
に
関
す
る
考
え
方
を
記
載
す
る
こ
と
。

②
ア
の
「
国
内
標
準
へ
の
配
慮
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
間
の
相
互
接

（ⅴ）

(4)
続
性
の
確
保
等
を
図
る
観
点
か
ら
記
載
す
る
こ
と
。

②
イ
の
「
国
際
標
準
へ
の
配
慮
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
な
標
準
方
式
、
国
際
電
気
通
信
連
合

（ⅵ）

(4)



一
四
頁

等
の
国
際
機
関
に
お
け
る
検
討
状
況
等
へ
の
配
慮
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

②
ウ
の
「
国
際
環
境
と
の
調
和
の
確
保
へ
の
配
慮
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
外
国
企
業
の
生
産
し
た
製

（ⅶ）

(4)
品
、
開
発
し
た
技
術
に
つ
い
て
、
優
れ
た
も
の
を
積
極
的
に
採
り
入
れ
、
国
際
経
済
の
発
展
に
貢
献
す
る

等
の
観
点
か
ら
記
載
す
る
こ
と
。

②
エ
の
「
地
域
の
振
興
又
は
整
備
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体

（ⅷ）

(4)
が
行
う
地
域
の
情
報
化
に
係
る
取
組
等
各
種
の
地
域
の
振
興
又
は
整
備
に
関
す
る
計
画
と
の
調
和
等
に
向

け
た
考
え
方
を
記
載
す
る
こ
と
。

②
オ
の
「
そ
の
他
」
の
欄
に
つ
い
て
は
、
道
路
に
当
該
事
業
に
係
る
施
設
の
敷
設
を
計
画
す
る
場
合

（ⅸ）

(4)
に
お
け
る
道
路
管
理
者
と
の
協
議
、
道
路
占
用
の
可
能
性
に
対
す
る
配
慮
等
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
記
載

す
る
こ
と
。

様
式
第
十
二
号

(2)

整
備
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
仕
様
を
詳
細
に
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
設
備
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
設
備
の

諸
元
を
詳
細
に
示
す
書
類
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

様
式
第
十
三
号

(3)

系
統
図
（
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
、
ヘ
ッ
ド
エ
ン
ド
等
）
及
び
伝
送
路
図
（
光
フ
ァ
イ
バ
ケ
ー
ブ
ル
）
は

、
そ
れ
ぞ
れ
分
け
て
記
載
す
る
こ
と
。



一
五
頁

様
式
第
十
四
号

(4)

複
数
年
度
に
わ
た
る
場
合
は
年
度
ご
と
に
用
紙
を
分
け
て
記
載
す
る
こ
と
。

様
式
第
十
五
号

(5)

「
省
略
し
た
書
類
」
に
つ
い
て
は
、
省
略
し
た
書
類
の
項
目
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
。



様式第一号

高度通信施設整備事業実施計画認定申請書

年 月 日（平成）

総 務 大 臣） 殿（

郵便番号

住 所
ふり がな

氏 名 印
ふり がな

電気通信基盤充実臨時措置法第４条第１項の規定により、高度通信施設整備事業の実施計画の認定を受け

たいので、下記の資料を添えて申請します。

記

１ 実施計画書（様式第二号）

２ 設備仕様書（様式第三号）

３ ネットワーク構成図（様式第四号）

４ 高度通信施設整備事業の実施スケジュール（様式第五号）

５ 教育又は医療に関する業務に使用されるものであることが確認できる書類（学校等を管理

する者との契約書の写し又はこれに準ずる書類）

1



2

様式第二号

実施計画書

(1) 事業の概要
※１（登録又は届出の番号及び年月日： 年 月 日 第 号）

（実施時期： 年度～ 年度）平成 平成

整備施設 金額 提供しようとする機器・設備の設置場所

年度 年度 年度 役務
※２光 中継系

端 き線ケーブルフ

ァ

イ

配線ケーブルバ

末ケー

引込線ブ

ル

系

同期デジタル伝送装置

端末系光端局装置

光端末回線装置

網内ルーター

波長分割多重化装置

デジタル加入者回線多重化装置

デジタル加入者回線信号分離装置

デジタル加入者回線サービス等提供

用附帯設備

無線アクセス通信用無線設備

無線アクセス通信用回線接続装置

ケーブルモデム

衛星インターネット通信用無線設備

装置ファイアウォール

ルーター又はスイッチ

通信網制御装置

複合通信用交換機

複合通信変換装置

ＩＰバージョン６対応ルーター

マルチサービス対応光伝送装置

帯域制御型伝送装置

電気通信事業者用ＩＰアドレス変換

装置

ＩＰバージョン４／ＩＰバージョン

６トランスレーター

ＩＰバージョン６対応ＶｏＩＰサー

バー

ＩＰバージョン６対応ネットワーク

管理装置
※３サーバー用 電子計算機の

サーバー用 オペレーティングシスの

テム

－建物

記載上の注意
※１ 電気通信事業者が高度通信施設整備事業を実施する場合のみ記載すること この場合において 電気通信事業法 昭。 、 （

和59年法律第86号 第９条の規定に基づき登録を受けた電気通信事業者にあっては登録の番号及び年月日を 同法第16条第１項） 、
の規定に基づき届出を行った電気通信事業者にあっては届出の年月日を記載すること。

※２ 高速デジタル伝送サービス 等 基本指針２一ロ(1)から(4)までに規定する役務に該当するもの及びその具体名を記載す「 」 、
ること。

※３ 「公共アプリケーション「教育分野 」又は「公共アプリケーション「医療分野 」と記載すること。」 」
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別 紙１
(2) 整備施設の内容

① 整備施設（施設名 ）※２

金額の単位： 千円）(

個数の算出基準

記載上の注意
※１ 整備施設（光ファイバケーブル、同期デジタル伝送装置、ファイアウォール装置、ルーター又はスイッチ、サーバー用の電子

計算機、サーバー用のオペレーティングシステム及び建物を除く ）を詳細に記載すること。。
※２ 整備する施設の種類を記載すること。

別 紙２

年　　度 単価 個数 総　額

 平成　　年度 市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計

 平成　　年度 市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計

 平成　　年度 市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計

実施場所

合　　　　　計

計

計

計

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県
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② 整備施設（光ファイバケーブル）

（金額の単位： 千円、距離の単位： ｍ）

記載上の注意
※ 整備施設（光ファイバケーブルに限る ） 記 すること。。 を詳細に 載

別 紙３

単価 距離 単価 距離 単価 距離 単価 距離

       　　 年度 市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計

       　　 年度 市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計

       　　 年度 市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計

引込線年　　度

中継系

き線ケーブル 配線ケーブル

端末系

合　　　　　計

総　額

計

計

計

実施場所

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県
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③ 整備施設（同期デジタル伝送装置）

(金額の単位： 千円）

個数の算出基準

記載上の注意
※ 整備施設（同期デジタル伝送装置に限る ） 記 すること。。 を詳細に 載

単価 個数 単価 個数 単価 個数
 平成　　年度 市

市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計

 平成　　年度 市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計

 平成　　年度 市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

県

合　　　　　計

総　額

計

計

計

実施場所年　　度
モジュールＡ モジュールＣモジュールＢ



④ 整備施設（施設名 ）※２

ア 整備施設の目的及び必要性

（ ）目的

（ ）必要性

イ 整備施設の提供する役務を受けようとする施設の詳細及び提供対象者（提供契約の相手方）

（ ）施設名

（ ）施設の住所

施設の利用する通信回線
※３（配線盤の設置場所

整備完了予定時期 ）

提供対象者 （ ）

ウ 整備施設の詳細
(金額の単位： 千円）

設置場所 整備完了予定時期 単価 個数 総額

ファイアウォー
ル装置

ルーター又はス
イッチ

サーバー用の電
子計算機

サーバー用のオ
ペレーティング
システム

個数の算出基準

※４エ 公共アプリケーションサービスの詳細
(ⅰ) サービスの名称
（ ）

(ⅱ) サービスの目的
（ ）

(ⅲ) サービスの提供者及び当該サービスの利用者
（ ）

(ⅳ) サービスの利用形態（教育の場合は学年及び教科、医療の場合は診療科目及び疾病等）
（ ）

(ⅴ) サービスの提供能力（最大同時アクセス可能数等）
（ ）

(ⅵ) サービスの提供開始時期
（ ）

(ⅶ) 備考
（ ）

記載上の注意
※１ 整備施設（ファイアウォール装置、ルーター又はスイッチ、サーバー用の電子計算機及びサーバー用のオペレーティン

グシステムに限る ） 記 すること。。 を詳細に 載
※ 整備する施設 を記載すること。２ の種類

３ （ ）に係る 載 ただし、配線盤と光端※ 通信回線として用いる光ファイバケーブル 端末系 配線盤の設置場所を記 すること。
末回線装置との間において一の芯線を二以上の者が共用する区間がある場合は、最終配線盤の設置場所を記載すること。

別 紙４※ サーバー用 電子計算機を整備する場合のみ記 すること。４ の 載

6
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⑤ 整備施設（建物）

(金額の単位： 千円）

記載上の注意
※ 整備施設（建物に限る ） 記 すること。。 を詳細に 載

年　　度
機械室の

フロア面積比（％）
単価 個数 総　額

 平成　　年度 市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計

 平成　　年度 市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計

 平成　　年度 市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計
市
市
市

小　計

県

県

県

県

県

県

県

実施場所

合　　　　　計

計

計

計

県

県

県

県

県
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（ ）(3) 資金の調達方法 金額の単位： 千円

所要額 外部資金 自己資金
※１（ ）

年度（平成）

年度（平成）

年度（平成）

合 計

(4) 設備の主要諸元等
設 備 伝送媒体 伝 送 速 度※２

低速インターフェース 高速インターフェース

同期デジタル モジュールＡ

伝送装置 モジュールＢ

モジュールＣ

ネットワーク側最高伝送速度設 備

網内ルーター Mbps

設 備 伝 送 速 度

長分割多重化装 Gbps( Gbps× 波長)波 置

スループット設 備

装置 Mbpsファイアウォール

設 備 最高伝送速度

Mbpsルーター

ルーター又はスイッチ

Mbpsスイッチ

設 備 中央処理装置の数 主記憶装置の容量 命令処理能力

個 MIPS通信網制御装置

複合通信用交換機

個 MIPS複合通信変換装置

設 備 機 能

プロセッサ名 ナンバー コア数 ×サーバー 子計算機 中央処理装置用の電 （ （ 、 ））

（プロセッサ数）

主記憶装置の容量

補助記憶装置の容量

オペレーティングシステム

ネットワークインタフェース

建物名 設 置 す る 設 備

記載上の注意

※１ 外部資金の種別「社債 「増資」等を記載すること。」、

※２ 「光ファイバ 「電波」等の別を記載すること。なお、電波の場合は使用周波数を併せて記載すること。」、
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(5) 高度通信施設整備事業を行うに当たっての基本的な考え方

※１① 高度通信施設整備事業が行われる地域に関する事項

② 高度通信施設整備事業の実施に関し配慮すべき重要事項

※２ア 電気通信サービスの提供に当たっての配慮

※３イ 国際標準への配慮等

※４ウ 国際環境との調和の確保への配慮

※５エ 地域の振興又は整備に関する計画との調和

※６（高度通信施設の利活用を促進するための具体的な取組）

分野 医療・保健・助産 福祉・介護 教育 行政※７

防災 交通 観光 その他（ ）

※８内容

※９オ その他

記載上の注意

※ 高度通信施設の可及的速やかな全国的整備と地理的なデジタル・ディバイドの是正に向け、整備が特定の地域に偏らな１

いように配慮し、需要動向等の地域の実情を勘案しつつ、高度通信施設を整備する地域の拡大等を図る観点から、事業が

行われる地域に関する考え方を記 すること。載

※ 家庭、中小企業、心身障害者等への配慮を含め、広く利用者の利益の向上等を図る観点から記 すること。２ 載

※ 国際的な標準方式、国際電気通信連合等の国際機関における検討状況等に配意することにより、電気通信事業者間の相３

互接続性の確保等を図る観点から記 すること。載

※ 外国企業の生産した製品、開発した技術について、優れたものを積極的に採り入れ、国際経済の発展に貢献する等の観４

点から記 すること。載

※ 地方公共団体が行う地域の情報化に係る取組等各種の地域の振興又は整備に関する計画との調和等に向けた考え方を記５

すること。載

地方公共団体が高度通信施設整備事業を実施する場合のみ 当該事業により整備される高度通信施設について公共分野※６ 、

における利活用の計画等を 載すること。記

※７ 高度通信施設の利活用を行う場合は該当する分野を丸で囲むこと。その他の場合は分野を記載すること。

※８ 高度通信施設の利活用を促進するための具体的な取組について、対象地域、事業規模（対象人数等）を含めその内容を

具体的に 載すること。記

※９ 道路に高度通信施設整備事業に係る施設の敷設を計画する場合における道路管理者との協議、道路占用の可能性に対す

る配慮 についての考え方を記 すること。等 載
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(6) 収支及び資産・負債・資本推移表

① 収支推移表

（金額の単位： 千円）

年度 年度 年度平成 平成 平成

収入

計

支出

計

営業利益

営業外収入

営業外費用

経常利益

当期利益

② 資産・負債・資本推移表

（金額の単位： 千円）

年度 年度 年度平成 平成 平成

資産

資産計

負債

計

資本

計

負債・資本計
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様式第三号

設備仕様書

記載上の注意

※ 整備施設について、その仕様 記載すること。なお、設備のパンフレット等設備の諸元を詳細に示す書類を てを詳細に もっ
これに代えることができる。
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様式第四号

ネットワーク構成図

記載上の注意

※１ 各整備施設の設置状況がわかるように記載すること。

※２ 光ファイバケーブルについては、配線盤及び最終配線盤の設置場所がわかるように記載すること。

※３ 各整備施設がネットワークにより接続されていることがわかるように記載すること。

※４ 他の電気通信事業者との相互接続点 他の電気通信事業者から電気通信役務の提供を受けてネットワークを構成する区、

間 地方公共団体が設置する設備に対し 電気通信事業者が電気通信役務を提供するための長期かつ安定的な使用権を設、 、

定することによりネットワークを構成する区間等がある場合は その構成の概要をわかりやすく記載するとともに 当該、 、

他の電気通信事業者及び当該地方公共団体の名称を記載すること。

※５ 一葉の用紙に記載できない場合には 全体の構成が把握できるよう ネットワークの階層 地域その他適宜の区分に用、 、 、

紙を分けて記載すること。

※６ ネットワークの名称その他の参考となる事項を記載すること。
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様式第五号

※高度通信施設整備事業の実施スケジュール

時期 スケジュール

年度 ４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

記載上の注意

※ 複数年度にわたる場合は年度ごとに すること。用紙を分けて記載

※4 矢印等を適宜用いてわかりやすく記入すること。
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様式第六号

高度通信施設整備事業実施計画変更認定申請書

年 月 日

総 務 大 臣） 殿（

郵便番号

住 所
ふり がな

氏 名 印
ふり がな

電気通信基盤充実臨時措置法第５条第１項の規定により 高度通信施設整備事業の実施計画の変更に、

係る認定を受けたいので、下記の資料を添えて申請します。

記

１ 実施計画書（様式第二号）

２ 設備仕様書（様式第三号）

３ ネットワーク構成図（様式第四号）

４ 高度通信施設整備事業の実施スケジュール（様式第五号）

５ 教育又は医療に関する業務に使用されるものであることが確認できる書類 学校等を（

管理する者との契約書の写し又はこれに準ずる書類）

（省略した書類 ）※

記載上の注意

※ 省略した書類の 番号を記 すること。項目 載
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様式第七号

信頼性向上施設整備事業実施計画認定申請書

年 月 日（平成）

総 務 大 臣） 殿（

郵便番号

住 所
ふり がな

氏 名 印
ふり がな

電気通信基盤充実臨時措置法第４条第１項の規定により、信頼性向上施設整備事業の実施計画の認定を受

けたいので、下記の資料を添えて申請します。

記

１ 実施計画書（様式第八号）
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様式第八号

実施計画書

(1) 事業の概要
事業名：信頼性向上施設整備事業
登録又は届出の番号及び年月日： 年 月 日 第 号

実施時期： 年度～ 年度

整備施設 事 業 の 実 施 場 所 金 額 （ 百 万 円 ） 備 考

回線切替装置

電気通信システム遠

隔監視設備

非常用無線装置

非常用電源装置

コンピュータウイル

ス監視装置

高信頼伝送装置

経路最適化装置

高品質相互接続装置

携帯電話用車載基地

局

とう道

高信頼管路設備

合 計

(2) 資金の調達方法

（ ）単 位 ： 百 万 円

年度 所 要 額 外 部 資 金 自 己 資 金

年 度

年 度

年 度

合 計
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(3) 整備施設の概要

事業の実施場所（施設名 ）※１

（ ）金 額 単 位 ： 円

年 度 実 施 場 所 個 数 金 額

年 度 県

県

県

小 計

年 度 県

県

県

小 計

年 度 県

県

県

小 計

合 計

個 数 の 算 出

根 拠
記載上の注意

※１ 整備する施設の種類を記載すること。
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(4) 信頼性向上施設整備事業を行うに当たっての基本的な考え方

・ 信頼性向上施設整備事業が行われる地域に関する事項

・ 信頼性向上施設整備事業の実施に関し配慮すべき重要事項

① 電気通信事業者間及び有線電気通信設備間の相互接続への配慮

② 国際標準への配慮

③ 国際環境との調和の確保への配慮

④ 地域の振興又は整備に関する計画との調和

⑤ その他
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(5) 収支及び資産・負債・資本推移表

１ 収支推移表.
（金額の単位： 百万円）

年度 年度 年度平成 平成 平成

収入

計

支出

計

営業利益

営業外収入

営業外費用

経常利益

当期利益

２ 資産・負債・資本推移表.
（金額の単位： 百万円）

年度 年度 年度平成 平成 平成

資産

資産計

負債

計

資本

計

負債・資本計
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様式第九号

信頼性向上施設整備事業実施計画変更認定申請書

年 月 日（平成）

総 務 大 臣） 殿（

郵便番号

住 所
ふり がな

氏 名 印
ふり がな

電気通信基盤充実臨時措置法第５条第１項の規定により、信頼性向上施設整備事業の実施計画の変更に係

る認定を受けたいので、下記の資料を添えて申請します。

記

１ 実施計画の変更理由

２ 実施計画の変更箇所

３ 実施計画書（様式第八号）
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様式第十号

高度有線テレビジョン放送施設整備事業実施計画認定申請書

年 月 日（平成）

総 務 大 臣） 殿（

郵便番号

住 所
ふり がな

氏 名 印
ふり がな

電気通信基盤充実臨時措置法第４条第１項の規定により、高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施

計画の認定を受けたいので、下記の資料を添えて申請します。

記

１ 実施計画書（様式第十一号）

２ 設備仕様書（様式第十二号）

３ 系統図 光ファイバケーブル ヘッドエンド等 伝送路図 光ファイバケーブル 様式第（ 、 ）、 （ ）（

十三号）

４ 高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施スケジュール（様式第十四号）
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様式第十一号

実施計画書

(1) 事業の概要
※１（登録又は届出の番号及び年月日： 年 月 日 第 号）

（事業の実施場所）

（実施時期： 年度～ 年度）平成 平成

（事業の内容）

①事業区分

エリア拡張 ／ 既存設備の光化・デジタル化 ／ ループ化 ／ その他

②本事業により提供可能となるサービス等の概要

③対象世帯数

(2)整備施設 （金額の単位：千円）※２

施設名 敷設数 金額

年度 年度 年度

光ファイバケーブル

㎞

デジタル送信用光伝送装置

（うち光端局装置） 台

受信用光伝送装置

台

デジタル放送番組送出装置

台

その他

合計

(3)資金の調達方法 （金額の単位：千円）

所要額 外部資金 自己資金
※３（ ）

年度（平成）

年度（平成）

年度（平成）

合 計

記載上の注意

放送法 昭和二十五年法律第百三十二号 第百二十六条第一項の規定に基づき 登録を受けた放送事業者にあ※１ 一般放送の業務の（ ）

っては登録の番号及び年月日を 同法第百三十三条第一項の規定に 届出を た放送事業者にあっては届出の年月日を記載す、 よる し

。ること

「 」、「 」、「 」、「 」 「 」※２ 光ファイバケーブル デジタル送信用光伝送装置 受信用光伝送装置 デジタル放送番組送出装置 及び その他

の施設ごとに記載すること。

※３ 外部資金の種別「社債 「増資」等を記載すること。」、
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(4) 高度有線テレビジョン放送施設整備事業を行うに当たっての基本的な考え方

※１① 高度有線テレビジョン放送施設整備事業が行われる地域に関する事項

② 高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施に関し配慮すべき重要事項

※２ア 国内標準への配慮

※３イ 国際標準への配慮

※４ウ 国際環境との調和の確保への配慮

※５エ 地域の振興又は整備に関する計画との調和

※６オ その他

記載上の注意

※ 高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与する観点から、高度有線テレビジョン放送施設の整備が特定の地域に偏らないよ１

うに配慮し、需要動向等の地域の実情を勘案しつつ、高度有線テレビジョン放送施設を整備する地域の拡大 を図る観点から、等

事業が行われる地域に関する考え方を記載すること。

※ 有線テレビジョン放送施設間の相互接続性の確保を図る観点から記載すること。２

※ 国際的な標準方式、国際電気通信連合等の国際機関における検討状況等に配慮する観点から記載すること。３

※ 外国企業の生産した製品、開発した技術について、優れたものを積極的に採り入れ、国際経済の発展に貢献する等の観点から４

記 すること。載

※ 地方公共団体が行う地域の情報化に係る取組等各種の地域の振興又は整備に関する計画との調和等に向けた考え方を記 する５ 載

こと。

※６ 道路に当該事業に係る施設の敷設を計画する場合における道路管理者との協議、道路占用の可能性に対する配慮 についての等

考え方を記 すること。載
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(5) 収支及び資産・負債・資本推移表

① 収支推移表

（金額の単位： 千円）

年度 年度 年度平成 平成 平成

収入

計

支出

計

営業利益

営業外収入

営業外費用

経常利益

当期利益

② 資産・負債・資本推移表

（金額の単位： 千円）

年度 年度 年度平成 平成 平成

資産

資産計

負債

計

資本

計

負債・資本計
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様式第十二号

設備仕様書

記載上の注意

※ 整備施設について、その仕様 記載すること。なお、設備のパンフレット等設備の諸元を詳細に示す書類を てこれにを詳細に もっ
代えることができる。
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様式第十三号

系統図、伝送路図

記載上の注意

※ 系統図は光ファイバケーブル、ヘッドエンド等に分けて記載すること。

※ 系統図、伝送路図は、それぞれ分けて記載すること。
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様式第十四号

※高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施スケジュール

時期 スケジュール

年度 ４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

記載上の注意

※ 複数年度にわたる場合は年度ごとに すること。用紙を分けて記載

※4 矢印等を適宜用いてわかりやすく記入すること。
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様式第十五号

高度有線テレビジョン放送施設整備事業実施計画変更認定申請書

年 月 日

総 務 大 臣） 殿（

郵便番号

住 所
ふり がな

氏 名 印
ふり がな

電気通信基盤充実臨時措置法第５条第１項の規定により、高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施

計画の変更に係る認定を受けたいので、下記の資料を添えて申請します。

記

１ 実施計画書（様式第十一号）

２ 設備仕様書（様式第十二号）

３ 系統図（光ファイバケーブル、ヘッドエンド等）伝送路図（光ファイバケーブル （様式第）

十三号）

４ 高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施スケジュール（様式第十四号）

記載上の注意

。※ 省略した書類の 番号を記 すること項目 載


